
 

                                                         

南 福 第 1 0 7 2 号 

                                                        令和４年 11月 21日 

自治会町内会長 各位 

                                                          横浜市南区長 

 

横浜市保健活動推進員の推薦について（依頼） 

 

 時下 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素から、区政の推進に格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、現在委嘱している保健活動推進員の方々は、令和５年３月末日をもちまして任期

満了となります。 

  つきましては、新たに保健活動推進員を委嘱するため、御多用のところ恐縮ですが、次

により推薦くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

１ 任期 

  ２年間（令和５年４月１日から令和７年３月 31日まで） 

  ※ただし、再任を妨げません。 

 

２ 保健活動推進員の活動 

「地域における健康づくり活動」に従事していただきます。 

詳しくは、添付の「横浜市保健活動推進員の活動」を御覧ください。 

推薦される予定の方には「各自治会町内会から、保健活動推進員に推薦される予定の

皆様へ」をお渡しください。 

 

３ 推薦要件 

  横浜市民で、次の要件を満たす方を推薦してください。 

(1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲がある方 

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方 

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができる方 

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画できる方 

(5) 委嘱時（令和５年４月１日現在）に、原則 78歳未満の方 

 

 

 

 



 

 

４  推薦依頼人数 

   

 

       人 

        

 ※推薦依頼人数の考え方 

  各自治会町内会から１名を目安とし、加入世帯数が概ね 250を超えるごとに更に１ 

名の追加推薦をいただきたいと考えております。   

  なお、追加推薦が難しい場合は、御相談いただくようお願いします。 

 

５  推薦方法 

各自治会町内会で、必要に応じ、現在委嘱されている地区保健活動推進員会会長など

と御協議のうえ、添付「保健活動推進員推薦名簿」により区長あて推薦してください。 

名簿には住所などの個人情報が記載されていますので、取り扱いには十分御注意 

お願いします。 

 

６ 推薦の期日および提出先 

（１）推薦の期日    令和５年２月 24日（金）必着 

（２）提 出 先  南区役所福祉保健課健康づくり係 

 

７ 添付資料 

（１）保健活動推進員推薦名簿＋返信用封筒 

（２）横浜市保健活動推進員の活動 

（３）【参考】令和３年度第 14号南区保健活動推進員だより 

（４）各自治会町内会から保健活動推進員に推薦される予定の皆様へ 

※（４）について推薦を受ける方にお渡しください。 

 

 

 

 

 

 

担当：南区福祉保健センター 

  福祉保健課健康づくり係 坪内・生方 

                  電話：045-341-1185 



 

 

令和  年  月  日 

横浜市     区長 

推薦団体(自治会町内会名）                      

 

代表者氏名          電話番号          

 

保健活動推進員推薦名簿 

（任期：令和５年４月１日～令和７年３月 31日） 

 

先に依頼のありましたこのことについて、次のとおり推薦します。 

ふりがな 
住所（町名から） 電話番号 

満年齢 

(R5.4.1) 

新任・再任

の別 氏名 

    新 

再 
 

 

    
新 

再 

 

 

    
新 

再 

 

 

    
新 

再 

 

 

 

 

【お願い】 

推薦事項に異動がある場合は、ただちに区の福祉保健課に連絡をし、変更の手続き

をとってください。 

名簿には住所などの個人情報が記載されていますので、取り扱いには十分に御

注意をお願いします。 

 
保健活動推進員の推薦要件 

横浜市民で  

 (1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲があること 

 (2) 任期の２年間を通して活動ができること 

 (3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができること  

 (4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画できること 

 (5) 委嘱時（令和５年４月１日現在）に、原則 78歳未満であること 



 

横浜市保健活動推進員の活動 【令和４年９月】 

 

１ 保健活動推進員とは 

保健活動推進員は、自治会町内会の推薦により市長が委嘱をします。地区単位

や区単位で活動する地域の健康づくりの推進役で、行政の健康づくり施策のパー

トナーです。 

２ 保健活動推進員の活動内容 

健康づくりを自ら実践するとともに、それを周囲の人に広め、地域全体で健康

づくりに取り組んでいく活動を行っています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３ 横浜市保健活動推進員会の令和４年度の活動テーマ 

重点取組テーマとして掲げた「重症化予防のための特定健診・がん検診の普及

啓発」に加え、「ウォーキングポイント事業への協力と推進」「禁煙・分煙・受動

喫煙防止の推進」「ロコモ対策の推進」「認知症について（理解と予防）」「歯科口

腔保健の推進」「感染症予防に関する普及啓発」に取り組んでいます。 

４ 研修・表彰式 

 健康に関する知識や情報を得ていただくため、区や市で研修を実施します。永

年にわたって活動していただいた方への勤続表彰等の制度があります。 

【まずは】ご自身の健康づくりと周囲の方への働きかけをお願いしています             
 
 

❶健康づくりについて基礎知識を身につける 

❷自分の健康状態を知る 

 例：研修の受講、健診・検診の受診等 

❸自ら正しい生活習慣を実践する 

例：運動の習慣化等 

 
 

❹家族・知人に健康づくりを働きかける 

例：研修内容を伝える、健診・検診への参加を呼び掛ける 
地域での健康講座（学習会、講演会、体操教室）の案内等 
 

【次に】地域のための活動をお願いしています                

 
 

❺福祉保健センターと連携し、健康づくりに取り組みやすい環境づくりを行う 

例：区福祉保健センターの健康づくり事業への協力 

地域の健康課題やニーズを福祉保健センターへ発信 

住民への健康情報の提供、啓発活動（タバコの害、健診・検診など） 

 

【さらに・・・】ベテラン・リーダー的な推進員になったら           

 
 

❻健康づくりを定着させる仕組みをつくる 
例：持続的、自律的な活動とするための組織運営、組織づくり、担い手の育成 

地域の課題解決に向けた活動、様々なグループと連携した活動の展開 

地域住民の健康づくり支援 

地域ぐるみで健康づくりを推進する風土づくり 

周囲への働きかけ 

自分の健康づくり 







保健活動推進員の活動等についての説明です。 

推薦を受ける予定の方、推薦を受けた方は必ずお読みください。 

 

 

 

 

保健活動推進員とは？ 

保健活動推進員は、自治会町内会の推薦を受けて市長に委嘱され、地域の健康づくり

活動の推進役、横浜市の健康づくり施策のパートナー役として、地域において生活習慣病

予防などの健康づくり活動を行います。 

 

どんな活動をするの？ 

研修などを通じて健康について学び、自分の健康づくりとともに、地域の健康づくりの

ための活動に、出来る範囲で取り組みます。 

 

活動例  

 

 

 

 

 

どうやって活動するの？ 

地区・区単位で組織する保健活動推進員会で活動計画を立て、他の保健活動推進員と 

一緒に活動します。健康づくりを行う地域の団体等と共同で実施することもあります。 

区役所が主催する健康づくり事業に参加協力することもあります。 
（活動例：区民まつりでの健康測定、健（検）診の普及啓発など） 

 

個人に対する報酬はありませんが、活動経費（実費）に対する補助があります。 

区役所が主催する育成研修を受講し、健康や地域での活動について学べます。 

 

研修等の受講や活動の実践により、保健活動推進員自ら、健康づくりが出来ます。 

地域の皆さんが健康になることにより、いきいきとした活力ある地域になります。 

地域での活動を通じて、住民同士につながりが生まれ、支えあって暮らせる地域になります。 

 

活動保障について 
 保健活動推進員の皆様が安心して活動できるようにするため、活動中や活動前後の移動途中でケガをした

場合、相手にケガを負わせてしまった場合、器物を破損してしまった場合に備え、社会福祉法人全国社会福

祉協議会ボランティア活動保険、横浜市市民活動保険に横浜市が加入しています。 

 

個人情報の取扱いについて 
自治会町内会から区役所に提出いただく「推薦名簿」には、委嘱及び事務連絡のために必要な最小

限の個人情報を記載させていただきます。活動に必要な場合は、保健活動推進員会で、皆様のお名前

と連絡先を記載した名簿を作成し、会の中で配布することもあります。 

任期は４月から２年間です。 

 

・健康づくりに関する研修会へ参加 

・健康チェック、体力測定の実施 

・ウォーキング、体操教室の開催 

・タバコの害の啓発活動  など 

各自治会町内会から、保健活動推進員に 
推薦される予定の皆様へ 

 



 

 

南 地 振 第 1 0 1 3 号 

  令和４年 11 月 21 日 

自治会町内会長 各位 

 

南  区  長 

 

 

令和４年度自治会町内会役員区長感謝状贈呈候補者の推薦について（依頼） 

 

 

 晩秋の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素から、市政・区政の運営に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、日ごろ、住民組織の維持・発展のため御活躍いただいている自治会   

町内会役員の方々の労苦に感謝の意を表するため、感謝状を贈呈したいと存じ 

ますので、次の基準により、候補者の推薦をお願い申し上げます。 

 

 

１ 推薦基準 

  自治会町内会の副会長、役員（部長職以上）として、通算 10 年以上勤続して

いる方及び過去に勤続していた方 

  ただし、すでに当表彰を受けた方は除きます。 

 

２ 基準日 

    令和５年３月 31 日現在で、通算 10 年以上勤続の方 

 

３ 推薦方法 

  令和４年 12 月 13 日（火）までに、別紙推薦書を御提出ください。 

  提出方法：推薦書に御記入のうえ、同封の返信用封筒によるご返送または、 

       窓口まで御提出ください。 

  

 南区役所地域振興課地域活動係 

担当：堀、稲垣 

電話：341-1235 



 

 

令和４年度自治会町内会役員区長感謝状贈呈候補者推薦書 

 

              連 合 町 内 会 名                              
 

              自治会町内会名                     
 

              会 長 名                              
 

感謝状に氏名を記載いたしますので、本人に御確認のうえ、楷書でお書きください。 

自治会町内会名も省略せず、正式名称で記入してください。 

 

ふ り が な 

氏     名 

住     所 

電 話 番 号 

 在 職 

 年 数 

 

役 職 名 

 
 南区  

     年 

 

 電話（   ） 

 
 
 
 

南区  

     年 

 

電話（   ） 

 
 
 
 

南区  

     年 

 
 

 

電話（   ） 

 
 
 
 

南区  

     年 

 
 

 

電話（   ） 

 
 
 
 

南区  

     年 

 

電話（   ） 

 
◎令和４年 12 月 13日（火）までに御提出いただきますようお願いします。 

 



 
 

 

 

 

地区連合自治会町内会長 

自治会町内会長     各位 

南区連合町内会長連絡協議会  

会長 吉井 肇 
 

令和５年度地区懇談会の開催について（依頼） 
 

向寒の候、皆様におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて南区では、地域における課題を地域住民で共有し、行政も共に考え話し合う場として、

連絡協議会の主催により地区懇談会を開催しております。 

つきましては、令和５年度の地区懇談会開催に向け、次のとおり各地区連合で調整を進め

ていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

１ 開催日・会場について 

 （１）開催日 

事前にご確認いただいた日程（別紙１）のとおり開催いただきますようお願いいた

します。 

 （２）会場と開始時間 

会場と開始時間が決まりましたら、12月20日（火）までに事務局へお知らせくださ

い。御連絡がない場合は、事務局より確認の連絡をいたします。 

会場予約につきましては、地区センターについては、事務局で手続を行います。そ

の他施設で開催される場合は、各地区連合での手続をお願いいたします。なお、開催

にあたりましては、施設で定めている利用ルール（定員など）を厳守してください。 

 

２ 議題について 

 (１) 議題の設定 

定例会等におきまして、地域全体で話し合うべきもの又は共有すべきものを「議 

題」として設定してください。 

 

 

 

(２) 議題の提出 

来年度の議題がお決まりになりましたら、令和５年２月 28 日（火）までに事務局 

に議題提出シート（別紙２）を御提出いただきますようお願いいたします。 

 

区連会 11 月定例会資料 
令 和 ４ 年 11 月 2 1 日 
南 区 地 域 振 興 課 

※議題設定にあたっては、特定箇所に関する要望（交通安全、防犯灯や道路の補

修など）については、まずは所管部署（別紙２裏面）に御相談ください。 

裏面あり 



 
 

３ 当日の開催の流れ 

  以下の項目を取り入れていただき、60分～90分を目安に開催をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

・引き続き、新型コロナウイルスの感染状況に御留意ください。 

・開催方法や議題設定にお困りの場合は、事前に事務局まで御相談ください。 

・毎年、各地区連合自治会町内会長等と事務局が一緒に地区懇談会の振り返りを実施して

います。今年の振り返りの際にいただきました主な御意見は以下のとおりです。   

会場・議論

方法につい

て 

・グループワークをしっかり行いたい。 

・多世代交流等をしたい。 

・多くの人数が入れる会場で開催したい。 

工夫した点

の評価 

・グループ分け（戸建て中心の自治会とマンションの自治会）を工 

夫したことで、考え方の違いが分かって良かった。 

・外部スタッフのお話が良かった。 

・グループワークをやってみたい。 

・議論の際にワークシートを使用したことで、発言しにくい意見も 

出た。 

改善案 

・防災訓練と連動した地区懇談会とし、日程も合わせてみたい。 

・進行役がグループワークを仕切れるよう、事前レクを実施したい。 

・単位町内会で「ミニ地区懇談会」を開催して、意見を集めたい。 

・学校の先生方の出番の（PR する）時間を設けても良い。 

 

 

事務局：南区役所 地域振興課 地域力推進担当 

電話：３４１－１２３９ 

FAX：３４１－１２４０ 

・挨拶（開会、閉会） 

・議題提案主旨 

・議論（事例発表、取組紹介、グループワークなど） 

・意見交換、発表 



開催順 地区名 開催日

1 中村 5月11日(木)

2 蒔田 5月12日(金)

3 井土ケ谷 5月16日(火)

4 永田みなみ台 5月18日(木)

5 堀ノ内睦町 5月23日(火)

6 太田東部 5月27日(土)

7 大岡 6月1日(木)

8 六ツ川 6月3日(土)

9 南永田山王台 6月7日(水)

10 北永田 6月9日(金)

11 本大岡 6月10日(土)

12 六ツ川大池 6月15日(木)

13 太田 6月16日(金)

14 寿東部 6月23日(金)

15 別所 6月28日(水)

16 お三の宮 6月30日(金)

令和５年度地区懇談会　開催日程

別紙１



令和５年度地区懇談会 議題提出シート 

 

【連合名：            】 

 

議題  

希望する 

議論形式 
教室形式 ・ グループ討議 

議題の主旨 ＊提案の背景や課題、話し合いたい点をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議題は定例会等で話し合い、連合自治会町内会でとりまとめのうえ、２月 28 日（火） 

までに南区地域振興課地域力推進担当までご提出ください。（FAX：341-1240） 

 

・防犯灯設置や道路設備の補修などの特定箇所に関するご要望は、裏面の連絡先にご相談 

ください。 

 

 

別紙２ 



年間を通してご相談を受け付けています！ 
 

防犯灯や道路設備の補修など、特定箇所の懸案事項については、 

直接担当部署にご相談ください。 

 

 ◆◇ 主な連絡先 ◇◆  

 

 

 

道路の補修、ガードレール等の 

道路設備や公園・下水道に関すること 

南土木事務所 

TEL: ３４１－１１０６ 

 

 

 

防犯灯（電柱の LED 灯）に 

関すること 

市民局地域防犯支援課 

TEL: ６７１－３７０９ 

 

 

 

地震・風水害等（がけを含む）の 

防災対策に関すること 

南区役所総務課防災担当 

TEL: ３４１－１２２５ 

 

 

 

交通安全、防犯・生活安全など 
神奈川県警南警察署 

TEL: ７４２－０１１０ 

 

 

 

火災予防、消防訓練など 
消防局南消防署 

TEL: ２５３－０１１９ 

 

 

 ごみ収集場所・街の美化など 

 
資源循環局南事務所 
TEL: ７４１－３０７７ 
 
南区役所地域振興課 
資源化推進担当 
TEL: ３４１－１２３６ 

 

 

連絡先がご不明の場合は、横浜市コールセンター（TEL: 664-2525） 

または南区役所地域力推進担当(TEL: 341-1239)にお気軽にお尋ねください。







 

 

コロナ禍における地域活動推進費の活用事例の再周知について（情報提供） 

 

 今年度も新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以前のように活動ができていない自治

会町内会が多いと思います。 

 そこで、令和２年度にお示しした活用事例をもとに、改めてコロナ禍における地域活動推進費

の活用事例をまとめましたので、情報提供いたします。当初計画していなかった内容でも、公益

的活動を行う上で必要であれば、予算の範囲内で地域活動推進費をご活用いただけます。 

 

（１） コロナ禍でできなかった活動 

・定例会などの会合 

・盆踊り、お祭り 

・運動会 

・防災訓練 

・清掃活動 

・研修会 

・地域イベント（遠足など） 

・敬老会 

・防犯活動 

・グラウンドゴルフ大会 

・高齢者の居場所づくり 

・配食サービス

 

（２） 上記の代わりに地域活動推進費を活用したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関係（町の防災組織活動費補助の対象は除く） 

・防災用品の購入（タブレット、ポータブル

蓄電池、簡易トイレ、備蓄品、発電機、防

災無線機、各家庭配付用ヘルメット） 

・地区の防災マニュアルの作成（全戸配布用） 

感染対策 

・アクリルパネル 

・CO2 濃度測定器、加湿器 

・消毒液 

・体温計 

・網戸サッシ新設（換気用） 

ICT 関連 

・町内会用パソコンの購入 

・パソコン教室の実施 

・Web 会議用カメラ、Wi-Fi ルーター、 

モニター等の購入 

備品関係 

・ごみ集積場所のリニューアル 

（ごみネット購入、清掃用具の一新） 

・テントの買い替え 

・会館備品購入（机、椅子等） 

・防犯カメラ購入（地域防犯カメラ設置補助

の対象は除く） 

・掲示板修繕 

・PC 用会計ソフト 

・行事用備品 

・屋内外で使用可能な音響備品 

・防犯用腕章、帽子、ベスト購入 

・空気清浄機 

・除菌機能付き冷房 

行事関係 

・ウォーキングイベント 

・花火大会 

会館関係 

・会館耐震診断の実施 

・会館の小破修繕（会館整備費補助の対象 

工事は除く） 

※地域活動推進費の活用は、自治会町内会の

みなさまでご相談いただき、適切に執行 

していただくようお願いいたします。 

  担当 南区地域振興課地域活動係 

TEL 045-３４１-１２３５ 

 

区連会 11 月定例会資料 

令和 4 年 1 1 月 2 1 日 

南 区 地 域 振 興 課 



「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の実施について（依頼） 

 

  自治会町内会の皆様方におかれましては、日頃から市政・区政の推進に御協力いただき

ありがとうございます。 

昨今、コロナ禍での自治会町内会活動は、感染対策を講じたうえでの実施や、やむなく中止

とするなど大変苦慮されていることと思われます。そのような状況であっても、自治会町内会

の皆様の知恵と工夫により、活動を継続していただき、深く感謝いたします。 

自治会町内会がコロナ禍等を契機に、活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市とし

ましても、それに対応した方向性を検討するためには、自治会町内会の状況把握や地域のニー

ズに寄り添うことが重要と考えています。 

そこで、令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」で、

「行政からの依頼事項」に対し、61.1％の方が「負担だと感じるものがある」と回答いただい

た中で、特に割合の多かった「委嘱委員の推薦」及び「行政からの情報周知」について、自治

会町内会長の皆様のお声をお聞かせください。 

また、「委嘱委員の推薦」のうち、民生委員・児童委員につきましては、３年に１度の一斉改

選に伴い、今夏、皆様に候補者の選出に多大な御協力をいただきました。本アンケートの後段

では、民生委員・児童委員の推薦事務等の実施状況やお考えを伺い、今後の改善等を検討して

いきます。 

お忙しい中、恐れ入りますが御協力よろしくお願いいたします。  

 

１ 対象者 

  単位自治会町内会長（2,849 名） 

 

２ アンケート内容 

  別紙アンケート調査票の通り 

 

３ アンケート回答方法 

・横浜市電子申請・届出システム（調査票記載の二次元バーコードよりアクセス） 

・同封の返信用封筒による調査票の郵送（返信先：市民局地域活動推進課） 

 

４ 回答期限 

  令和５年１月４日（水） 

 

５ スケジュール 

  令和４年 11月 11日   市連会 アンケートを依頼 

 11月 16日～ 各区区連会 アンケートを依頼 

  令和５年 １月４日   回答期限 電子申請にて回答 

※郵送にて回答も可（返信用封筒を御活用ください） 

       １月～３月  集計・報告 

 

６ 添付資料 

(1) 市連会区連会を通した情報の伝達イメージ及び 

令和２年度アンケート結果を踏まえた見直し等(参考) 

(2) アンケート調査票 

区連会 11月定例会資料 
令和４年 11 月 21 日 
市民局地域活動推進課 
健康福祉局地域支援課 

〈行政からの情報周知・委嘱委員の推薦について〉 
担当 市民局地域活動推進課 小河内、川口 
電話 045-671-2317 
電子メール sh-chiikikatsudo@city.yakohama.jp 
〈民生委員・児童委員について〉 
担当 健康福祉局地域支援課 柿沼、中澤 
電話 045-671-4046 
電子メール kf-chiikishien@city.yokohama.jp 
 

mailto:kf-chiikishien@city.yokohama.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】令和２年度自治会町内会アンケート結果を踏まえた見直し 

・自治会町内会新しい活動スタイル応援事業（自治会町内会の DX支援）の実施 

・自治会町内会館整備費補助制度の「耐震補強工事」補助を追加 

・自治会町内会の加入促進動画の作成 

・地域防犯カメラ補助制度における県への補助金交付に向けた働きかけ 

 

【参考】民生委員・児童委員について 

〇推薦事務見直し経過 

・地区推薦準備会、区推薦会、市推薦会の開催から、地域における候補者の選出期間の確保を目的に、

区推薦会を廃止（H22.12改選） 

・地区推薦準備会推薦人の選出区分見直し・人数削減（H22.12改選） 

・推薦準備会会議録の様式の簡素化（R元.12改選） 

 

〇候補者の年齢要件の見直し経過 

・平成 19年 12月の一斉改選の結果等を踏まえ、平成 20年 12月から「概ね」という表現を用いて、 

年齢制限を緩やかにする要件緩和を実施 

・その後、地域から「概ね」の範囲が曖昧なので削除してほしいとの意見が多く出されたことから、年

齢要件を明確にするために、平成 24 年 12月に「概ね」を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

委嘱年月日 H17.12.1 
H18.7.1 

～H20.7.1 

H20.12.1 

～H24.12.1 
H25.7.1以降 

新任 
原則 64 歳まで 

特例 65 歳まで 

原則 64 歳まで 

特例 68 歳まで 

原則 68 歳まで 

特例 概ね 74歳まで 

原則 68 歳まで 

特例 74 歳まで 

再任/元職 74 歳まで 74 歳まで 概ね 74歳まで 74 歳まで 



 

「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」調査票 

 
 

自治会町内会の皆様方におかれましては、日頃から市政・区政の推進に御協力いただきありが

とうございます。 

昨今、コロナ禍での自治会町内会活動は、感染対策を講じたうえでの実施や、やむなく中止と

するなど大変苦慮されていることと思われます。そのような状況であっても、自治会町内会の皆様

の知恵と工夫により、活動を継続していただき、深く感謝いたします。 

自治会町内会がコロナ禍等を契機に、活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市としまし

ても、それに対応した方向性を検討するためには、自治会町内会の状況把握や地域のニーズに

寄り添うことが重要と考えています。 

そこで、令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」で、「行政

からの依頼事項」に対し、61.1％の方が「負担だと感じるものがある」と回答いただいた中で、特に

割合の多かった「委嘱委員の推薦」及び「行政からの情報周知」について、自治会町内会長の皆

様のお声をお聞かせください。 

また、「委嘱委員の推薦」のうち、民生委員・児童委員につきましては、３年に１度の一斉改選に

伴い、今夏、皆様に候補者の選出に多大な御協力をいただきました。本アンケートの後段では、

民生委員・児童委員の推薦事務等の実施状況やお考えを伺い、今後の改善等を検討していきま

す。 

お忙しい中、恐れ入りますが御協力よろしくお願いいたします。  
 

       

アンケートの御回答にあたってのお願い 

○「複数回答可」等と記載があるもの以外は、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

○こちらのアンケートは、自治会町内会長の皆様に御回答をお願いしておりますが、回答に当たっ

ては、適宜、自治会町内会の役員の皆様にも御相談いただき、御回答いただいても構いません。 

○集計結果につきましては、各自治会町内会へ御報告させていただきます。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

調査主体：横浜市役所 市民局 地域活動推進課(電話 045-671-2317/FAX 045-664-0734) 

                       健康福祉局 地域支援課(電話 045-671-4046/FAX 045-664-3622) 

★スマートフォン等をお持ちの方は、是非「横浜市電子申請・届出システム」で 
御回答ください。右の二次元バーコードでリンクしますので、積極的な御活用をお
願いいたします。なお、紙で御提出いただく際は、添付の返信用封筒を御使用くだ
さい。 

（https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/
procedures/apply/c5f83dd8-ac58-45a1-96dc-2a5d97c7c960/start） 
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お住いの区        区      

          

１ 自治会町内会（以下、自治会）及び会長の情報について教えてください。 

（１）自治会の加入世帯数        

①～100世帯  ②101～300世帯  ③301～500世帯  ④501～1000世帯 

⑤1001 世帯以上  

（２）会長の在職年数        

①１年以下 ②２～３年 ③４～５年 ④６～10 年 ⑤11～20 年 ⑥21～30 年 ⑦31 年以上  

（３）会長の御職業        

①会社員・公務員  ②自営業  ③パートタイム・アルバイト  ④無職 

（４）会長の年齢        

①20代以下 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代 ⑥70代 ⑦80代 ⑧90代以上 

 

２ 横浜市からの情報周知等について教えてください。     

（１）横浜市から情報を皆様にお伝えをする際に、区連合町内会（以下、区連会）を通して、お伝え

することが多いですが、今後、区連会を通した横浜市からの情報周知等において、以下の種別

の情報をどのような方法でお伝えすることが適切だと考えますか。 

下の表の①～⑧の情報の種別について、それぞれA～C欄のいずれか１つに○をしてください。

        

 A B C 

情報の種別 
資料＋説明が

適切 
資料提供の
みが適切 

区連会の議題に 
なじまない 

①生命・財産に関するもの 

（防災関係、コロナ関連情報等） 

      

②日常生活に密接に関わるもの 

（年末のごみ収集日程等） 

      

③市政・区政、施策の周知を目的とするもの 

（市の計画案内、市民意見募集等） 

      

④自治会町内会活動に関連するもの 

（補助事業の案内、先進的な活動事例等） 

      

⑤報告案件（年間のごみ収集量の報告などの

事業・計画の事後報告等） 

      

⑥行事等の告知のための回覧・掲示等による

周知依頼（市全体が範囲のもの） 

      

⑦行事等の告知のための回覧・掲示等による

周知依頼（区が範囲のもの） 

      

⑧地域の火災（消防）、犯罪発生状況（警察） 
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（２）区連会資料を区連会ホームページ等から入手し、電子データ（ワード、PDF等）で活用して 

いますか。        
※すべての区ではありませんが、区連会ホームページで提供されています。  

 ①はい    ②いいえ   

 

（３）今後、区連会を通した情報をどのような方法で受け取るのが、会長の皆様に負担が少なく、 

地域の皆様への周知に効果的と考えますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

①区連会後の毎月の資料送付を活用（すべて紙媒体で送付）

②区連会等のホームページから資料データを入手できるようにしてほしい（紙媒体は不要） 

③ ①と②の併用        

④基本的には②でいいが、横浜市から依頼する回覧資料、掲示資料は必要数ほしい 

⑤区連会の情報は不要        

⑥その他（                                                        ）  

 

（４）区連会資料の情報を周知する上で行政が改善すべき点について、あてはまるものすべてに○

をつけてください。（複数回答可）       

①情報量の多さ ②情報内容の精査（「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外） 

③資料のわかりやすさ ④ペーパーレス化等デジタルツールの活用 

⑤資料部数の是正（会長への１部配布の見直し） 

⑥その他（                                 ）  

 

3 自治会町内会のデジタル化の状況について教えてください。 

（１）会員の皆様へ自治会活動等の情報を周知する際に以下の方法を活用していますか。 

あてはまるものすべてに○をつけてください。（複数回答可）  

①LINE  ②自治会運営アプリ ③自治会のホームページ ④フェイスブック 

⑤ツイッター ⑥メールマガジン ⑦活用していない ⑧分からない 

⑨その他（                                 ）      

    

（２）（１）のデジタルツールの具体的な活用事例があれば教えてください。 

（例：イベントチラシをホームページに掲載し、LINE で通知した など）  
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（３）ICT※を活用した情報周知をする上での行政からの支援策として有効と思われるものについて、

あてはまるものすべてに○をつけてください。（複数回答可） 

※ICT とは…「情報通信技術」。例えば、パソコンやスマートフォンなどで人と人や、 

人とインターネットをつなぐ技術のこと。 

       ①パソコンやタブレット等の通信機器の購入や Wi-Fi環境整備等の導入費用の補助 

②ICT 機器の導入や運用のためのアドバイザー派遣  ③ICT 機器の操作研修  

④自治会運営アプリの導入支援 ⑤様々な資料のデータ提供  

⑥技術的な相談窓口の設置 

⑦その他（                                 ）  

 

（４）会長御自身のデジタル環境について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（複数回答可）  

①スマートフォンを所有している（携帯電話を除く） 

②パソコン、タブレット端末等の通信機器を所有している 

③御自宅にインターネット環境がある 

④自治会館にインターネット環境がある 

⑤SNS を利用している（LINE、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等） 

⑥オンライン会議（ZOOM、Teams 等）活用したことがある※自治会活動に限りません。 

⑦デジタル関係について相談ができる人が身近にいる 

 

４ 横浜市からの情報周知に関して自由に御記入ください。    

   

      

 

 

５ 次に、委嘱委員の推薦事務に関して伺います。 

令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」で、「行政からの

依頼事項」に対し、負担だと感じるものがあるとの回答が最も多かったのが、委嘱委員の推薦事務

でした。このことについて、自治会町内会長の皆様のお声をお聞かせください。 

 

（１）委嘱委員の候補者探しについてあてはまるものに○をつけてください。 

   ①難しい →５(2)へ  ②やや難しい →５(2)へ    

③普通 →５(4)へ     ④難しくない →５(4)へ  ⑤わからない →５(4)へ 

 

（委嘱委員の例） 

スポーツ推進委員、青少年指導員、環境事業推進委員、保健活動推進員、 

明るい選挙推進委員、消費生活推進員（一部区に限る）（※） 

 ※恐れ入りますが民生委員・児童委員については、設問６以降でお伺いしています。 
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（２）（１）で「①難しい」「②やや難しい」と回答した方に伺います。 

選んだ理由としてあてはまるものすべてに○をつけてください。（複数回答可） 

①行事がないことなどにより、地域の人材の情報がなく、候補者を探すことが難しかった 

②委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった 

③候補者選出までの期間が短かった 

④地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった 

⑤活動に充てる時間的余裕のない人や活動時間が合わない人が多かった 

⑥委嘱委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった 

⑦委嘱委員の業務量が多く、負担が大きいと考えている人が多かった 

⑧引き受けてもよいという人はいたが、候補者の年齢要件により推薦できなかった 

⑨その他（                                ） 

 

（３）（１）で「①難しい」「②やや難しい」と回答した方に伺います。 

候補者推薦における横浜市の関わり・支援のうち、期待する取組について、あてはまるものす

べてに○をつけてください。（複数回答可）       

①委嘱委員の業務内容説明資料の配付  ②自治会向け説明会   

③広報（広報よこはま、市（区）ウェブサイト等） 

④地域活動人材の紹介など個別に相談できる環境 

⑤委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減  

⑥特になし 

⑦その他（                                 ） 

  

（４）その他、候補者探しが最も困難とお感じになった委嘱委員や日頃から感じていることなどを

御自由に御記入ください。    
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≪このページからは、民生委員・児童委員の推薦事務改善に向けたアンケートになります≫ 

令和４年一斉改選における民生委員・児童委員（以下、民生委員）候補者の推薦に御尽力いただき

ありがとうございました。御回答いただいた内容は、今後の推薦事務等改善の具体策を検討するた

めの基本資料といたします。御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

６ 令和４年一斉改選の民生委員候補者の推薦事務について教えてください。  

（１）推薦状況について、あてはまるものに○をつけてください。 

①全員推薦できた→６(2)へ ②一部推薦できた→６(3)へ ③推薦できなかった→６(3)へ 

   

（２）（１）で「①全員推薦できた」と回答した方に伺います。 

スムーズに推薦を行うことができたポイントや工夫された点や事例がありましたら、 

教えてください。       

 

        

 

（３）「民生委員となる候補者の確保」について、「今回は特に難しかった」との御意見を多く伺いま

した。具体的にどのような御苦労が大きかったですか。特にあてはまるものを３つまで○をつ

けてください。（３つまで回答） 

①行事がないことなどにより、地域の人材の情報がなく、候補者を探すことが難しかった 

②民生委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった 

③候補者選出までの期間が短かった   

④地域で民生委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった 

⑤活動に充てる時間的余裕のない人や活動時間が合わない人が多かった 

⑥民生委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった 

⑦民生委員の業務量が多く、負担が大きいと考えている人が多かった 

⑧引き受けてもよいという人はいたが、民生委員の年齢要件（74歳以下）により 

推薦できなかった 

⑨市から支給される活動費や民生委員としての会費負担について理解を得ることが難しかった  

⑩特に苦労した点はなかった ⑪その他（                     ）  

 

（４）新任の候補者が含まれている場合、その候補者はどのようにお探しになりましたか。あては

まるものすべてに○をつけてください。（複数回答可）    

①日頃の地域活動で顔見知りの方に、直接声掛けをした    

②自治会役員から、候補者の紹介があった      

③現民生委員・近隣の民生委員・地区民児協会長から、候補者の紹介があった 

④地域ケアプラザや区社会福祉協議会に相談した     

⑤新任の候補者はいない ⑥その他（                       ） 
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（５）横浜市の関わり・支援のうち、候補者推薦に役立ったと感じた内容について、あてはまるもの

すべてに○をつけてください。（複数回答可）     

①区役所からの説明資料等の配布物  ②自治会向け説明会 

③広報（広報よこはま、市（区）ウェブサイト等）    

④区役所職員による個別相談および支援  ⑤特になかった     

⑥その他（                           ）  

 

７ 今後の推薦に向けたお考えについて教えてください。  

（１）候補者の確保に有効と考える取組について、特にあてはまるものを３つまで○をつけてくだ

さい。（３つまで回答） 

①横浜市が依頼している民生委員の業務を減らす  

②社会福祉協議会が依頼している民生委員の業務を減らす 

③自治会が依頼している民生委員の業務を減らす 

     ④民生委員の活動をサポートする仕組みを地域の中で強化する 

⑤民生委員としての会費負担を減らす     

⑥民生委員の活動に対する支援（費用面、物品等の支援、研修等）を強化する 

⑦民生委員の制度や活動について地域への広報を強化する 

⑧60歳代以下の世代が参加しやすい活動環境（活動時間の見直し・オンライン参加等）を整備する  

⑨候補者の年齢要件（74歳以下）を緩和する   

⑩区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者探しのサポートを強化する 

⑪自治会以外の組織（マンション管理組合等）からの推薦を選択できるようにする 

⑫その他（                               ） 

 

（２）横浜市では、将来にわたり積極的な活動を行えるよう、候補者の年齢要件を「74 歳以下」と

していますが、適当と考える年齢要件について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

①現状のままでよい  ②年齢要件を緩和した方がよい 

③「原則」74歳以下とし、例外を設けた方が良い  ④年齢要件を撤廃した方がよい 

⑤その他（                     ）             

 

（３）推薦手続に関し、改善してほしいと考える内容について、あてはまるものすべてに○をつけ

てください。（複数回答可）       

①推薦準備会の開催方法について対面以外（書面決議、リモート会議など）も認めてほしい 

②推薦準備会の推薦人数（５～10人）を削減してほしい 

③提出書類（履歴書・推薦準備会会議録等）を簡略化してほしい 

④再任者の場合の手続を簡素化してほしい 

⑤自治会以外の組織（マンション管理組合等）からの推薦も認めてほしい 

⑥特に見直しは必要ない       

⑦その他（                             ）   
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（４）候補者推薦における横浜市の関わり・支援のうち、期待する取組について、あてはまるものす

べてに○をつけてください。（複数回答可）       

①区役所からの説明資料等の配布物  ②自治会向け説明会   

③広報（広報よこはま、市（区）ウェブサイト等）  

④区役所職員による個別相談および支援   

⑤民生委員の活動や欠員地区をサポートする仕組み 

⑥特に期待する取組はない 

⑦その他（                              ）   

    

８ 自治会と民生委員との関わりについて教えてください。 

（１）自治会と民生委員の日ごろの関わりについて、あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（複数回答可） 

①地域の高齢者等の見守り活動を担っている 

②災害時要援護者の見守りなど防災活動を担っている 

③福祉的な悩み・課題等がある自治会会員からの相談先となっている 

④自治会の定例会等で民生委員の活動について情報共有している 

⑤自治会の役員を担ってもらっている 

⑥自治会のおまつりなど行事の手伝いをしてもらっている 

⑦拠点防災、防災訓練などに担い手として参加してもらっている 

⑧その他（                                  ）  

 

（２） 自治会が民生委員の活動をサポートするために実施している取組がありましたら、 

教えてください。 

 

 

 

 

９ その他、民生委員・児童委員の推薦・活動・制度に関して御自由に御記入ください。

            

   

 

御協力ありがとうございました。 

○提出方法 

横浜市電子申請・届出システム→二次元バーコードよりアクセス 

郵送（返信用封筒使用） 

○提出先：市民局地域活動推進課 

○提出期限：令和５年１月４日（水）             
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災害時要援護者支援に関する取組について 

 自治会・町内会をはじめとする地域の皆様には、日頃から災害時要援護者支援の取組にご理解・ご

協力をいただきありがとうございます。 

名簿の提供及び説明会（ご近助講座）について、ご案内させていただきます。 

1 災害時要援護者名簿の提供について 

令和４年度の災害時要援護者名簿について、お渡し方法及び提供時期を次のとおりお知らせしま

す。 

（１）名簿お渡し時期（郵送・書留）

令和５年１月下旬頃（予定）

（２）名簿お渡し方法について

協定締結済の自治会町内会長宛て書留にて郵送させていただきます。

（３）要援護者の居所を示した地図及び支援物品のご提供について

要援護者の居所を記した地図、要援護者の人数分の

支援物品※については、配付のご希望のあった団体に

別途、ご提供させていただきます。（3月中旬予定）

（４）旧名簿及び要援護者の居所を示した地図のご返却について

昨年度の区作成災害時要援護者名簿を受け取った自治会町内会は、旧名簿及び地図を回収いた

しますので、お手数ですが、２月頃の各地区連合会議の場で、地区担当職員にご返却いただくか、

区役所（４階福祉保健課窓口）までご持参いただきますよう、お願いします。 

２ 説明会（ご近助講座等）のご案内について 

災害時要援護者支援や防災についてご説明させていただくとともに、皆様からのご質問やご意見

を伺うため、地域ごとの出前講座（ご近助講座）を実施しています。 

あらかじめご希望のテーマ等をお伺いして資料等を準備し、町内会の会合などの機会をお借りし

て行います。是非、積極的なご活用をお願いいたします。 

区 連 会 11 月 定 例 会 資 料 

令 和 ４ 年 1 1 月 2 1 日 

総務課／福祉保健課／高齢・障害支援課 

物品 
各自治会 

・町内会

１月頃下旬頃送付 新名簿 

新地図 

区にご返却 

３月中旬頃送付 

旧名簿 旧地図 

南区役所 

(福祉保健課) 

支援物品イメージ 
（LEDミニライト） 

裏面あり 



 

（１）ご近助講座の受講方法 

〇開催単位：自治会・町内会に限らず、防災関連で 

      活動するグループ単位で開催可能です。 

〇日程：希望する曜日・時間（土日、夜間もＯＫ！）  

〇内容：事前にご要望を伺いご希望の内容で実施します。 

     ⇒（例えば・・）  【ご近助講座の様子】 

・名簿は受け取ったけど具体的に何をすればいいの？ 

・他の地域で行われている取組を知りたい。・担い手が少ない中で取り組む工夫は？ 

・名簿の情報を支援者で共有するには？  

・災害に備えて、地域は何をどこまですればいいの？ 等々 

〇申込・問合せ：総務課防災担当（341-1225） 

 

（２）全体説明会・研修会について（ご報告） 

８月２日・５日には、名簿受領の手続、個人情報の取扱い、地域の取組事例の紹介（山王台自

治会様、南太田３丁目町内会様）を内容とする全体説明会を実施しました。 

また、10 月 13 日には、災害時要援護者支援の専門家である跡見学園女子大学の鍵屋先生によ

る研修会を開催しました。これらの会で延べ 59団体 100名にご参加いただきました。 

なお、研修会での鍵屋先生の資料については、ホームページにも掲載しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai- 

shien/120018.html 

 

 

 

 

 

 

 

   【全体説明会(８月２日：大岡地区センター)】    【研修会(10月 13日：区役所】 

 

３ アンケート結果について 

  ６月にご依頼しました災害時要援護者支援の取組みに関するアンケートについては、多くの自治 

 会・町内会の皆様にご協力をいただきありがとうございました。 

  現在、結果について取りまとめを行っておりますので、年度内にその結果をご報告させていただ 

 く予定です。  【アンケートに回答いただいた自治会町内会数 84団体】 

【問合せ先】災害時の自助・共助に関すること           総務課  341-1225 
      災害時要援護者名簿の送付・回収について      福祉保健課  341-1181 
      災害時要援護者名簿に関すること          高齢・障害支援課 341-1136 

【参考】災害時要援護者支援とは？ 
高齢者や障害のある方など、地震や風水害などの災害発生時に、自ら安否を伝えたり、安全な

場所に避難すること等が困難な方「災害時要援護者」について、災害発生時に安否確認・避難支
援が迅速に行われるよう、地域、行政、関係団体等が連携して、平常時から顔の見える関係づく
り、情報共有等の取組を進めていくものです。 

  南区役所では 自治会・町内会への要援護者の「名簿」や、要援護者の居所を記載した「地
図」等の提供など通じ、取組を進めています。 

  自治会・町内会では、以下の取組をできる範囲で取り組んでいただいています。 
  ・区の名簿の活用による要援護者の把握 ・民生委員と協力した訪問や見守り活動 
  ・自治会行事への参加による要援護者と地域住民との関係づくり・避難訓練の実施など・・。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-


 

健健安第５６２８号 

令和４年11月11日 

 

自治会・町内会長 

 

横浜市長 山中 竹春 

 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えた広報について（依頼） 

 

日頃から、横浜市政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え様々な対

策を進めているところであり、この度、①＜新型コロナの検査キットや解熱鎮痛薬等の常備

や感染予防対策の広報用チラシ＞及び②＜ワクチンの接種間隔短縮について掲載した「ワク

チンニュース No18」＞を作成いたしました。 

つきましては、これらについて周知を図るため、各自治会・町内会の掲示板へのチラシの

掲出にご協力くださいますようお願いいたします。 

 チラシは両面印刷となっておりますが、掲出にあたりましてはそれぞれ下記の面を表にし

て掲出をお願いします。 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 

①について  健康福祉局健康安全部健康安全課 

 曽我・嶋野    

                                                電話 045‐６７１‐２４４５   

ﾌｧｸｽ 045‐６６４‐７２９６    

                                      kf-kansenkyouka@city.yokohama.jp 

                         

 ②について 健康福祉局健康安全部健康安全課 

 ワクチン接種調整等担当 鳥丸・鈴木       

                                                電話 045‐６７１‐４８４１   

ﾌｧｸｽ 045‐６６４‐７２９６    

                               kf-vaccine@city.yokohama.jp 

① ② 

mailto:kf-kansenkyouka@city.yokohama.jp
mailto:kf-vaccine@city.yokohama.jp




使用できる抗原検査キットは
外箱に「体外診断用医薬品」、「第1類医薬品」と書かれたものです

【注意】 「研究用」では陽性者登録窓口に登録できません。

感染を防ぐための３つのポイント

こまめな手洗い

ポイント①
必要な場面での
マスク着用

ポイント②

早めの予防接種

ポイント③

新型コロナ検査キットを常備しましょう

日持ちする食料（５～７日分）

体温計

市販の解熱鎮痛薬

その他、常備しておくとよいもの

常用している薬

など

その他、新型コロナウイルス感染症に関する情報は、

横浜市 新型コロナ 🔍

特設サイト 横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(24時間)

TEL 0120-547-059 / FAX 045-846-0500

発行：横浜市健康福祉局健康安全課 令和４年11月

新型コロナとインフルエンザの

同時流行に備えて

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/


（１）65歳以上
（２）妊婦
（３）小学生以下のお子さま
（４）基礎疾患等の重症化リスク（※）がある方

次のいずれかに当てはまるものがありますか？

医療機関を受診検査キットで自己検査

医療機関でどちらのチラシをもらいましたか？

神奈川県・横浜市から
連絡があります

陽性だったら陰性だったら

自宅等で療養

ない ある

医療機関検索

熱があるとき、どうしたらいいの？

常備があれば
すぐできる！

「陽性者登録窓口」に登録をお願いします

・症状が悪化した場合の相談先（「コロナ１１９」）の
電話番号をお知らせします。

登録は
こちら

※重症化リスクについては
特設サイトをご覧ください

事前に
連絡！

医療用医薬品について 一般用医薬品について

外箱に「体外診断用医薬品」の表示があります。

購入できる薬局はこちら

外箱に「第1類医薬品」の表示があります。

インターネット等で購入可能です。
製品情報などについてはこちら

抗原検査キットについて

購入するときは、外箱の表示を確認してください。

熱がある・・
コロナかも・・

受診を希望される場合には、

電話診療・オンライン診療の

活用や、かかりつけ医の受診

もご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/hatsunetsu_iryou.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/registration.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html






電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について（情報提供） 

 

１ 給付金の概要 

(1) 趣 旨 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家

計への影響が大きい住民税非課税世帯等に給付金を支給します。 

(2) 対象者 ①住民税非課税世帯（基準日：令和４年９月 30日） 

②家計急変世帯 

(3) 支給額 １世帯あたり５万円 

(4) 申請受付期間 令和４年 11月 15日から令和５年１月 31日まで（必着） 

 

２ 申請手続 

① 住民税非課税世帯 

   対象となる世帯には、横浜市からご案内をお送りします。（封筒見本別添） 

世帯の状況により、申請方法は異なります。 

申請関係書類 申請方法 該当する主な世帯 

A 「支給のお知らせ」 

（11/14から発送） 

申請手続き不要 

（「お知らせ」記載の口座に

12月中旬頃に振込） 

臨時特別給付金（10万円）を世帯

主の口座で本市から受給済み 

B 「確認書（申請書）」 

（11/15から発送） 

必要事項を記入、添付書類

とともに返信用封筒で返送 

臨時特別給付金を世帯主の口座 

以外で受給済み 

C 「申請書」 

（11/15から配架等） 

申請書を入手し、必要事項

を記入、添付書類とともに

郵送で提出 

臨時特別給付金を未受給で、令和

４年１月２日以降に市外転入者

がいる 
 

② 家計急変世帯 

申請書の提出が必要です。「申請書」を各区の申請サポート窓口や市ウェブサイトを 

  通じて入手し、必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送で提出してください。 

 

３ お問合せ先 

(1) 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 

【９時から 19時まで。土日祝、12月 29日から１月３日を除く。】 

電話：0120-045-320、 FAX：0120-303-464 （耳の不自由な方のお問合せ用） 

(2) 申請サポート窓口（各区役所にて申請書の記入などをサポート） 

【９時から 17時まで。土日祝、12月 29日から１月３日を除く。】 

 

※ 広報よこはま 11月号に申請方法等を掲載しています。 

※ 横浜市民生委員児童委員協議会 11月理事会にて、同じ内容を情報提供させていただい 

ています。 

 

担当：健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 

吉田、高橋 

電話番号：671-4754 

FAX 番号：664-4739 

区連会 1 1 月定例会 

令和４年 11 月 21 日 

横浜市健康福祉局総務課 

書類 

番号 
 



【横浜市からの案内封筒】 

 令和４年 11月発送 

 

見本 



支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

①非課税世帯

申請が必要です

給付金の支給額 申請期限（必着）
１世帯あたり５万円 令和５年１月31日（火）

※①と②の場合であっても、世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されていない
　ことが支給の条件です。

横浜市ウェブページからダウンロード、
または区役所で書類を受け取り、
申請書を、添付書類と一緒に、郵送で
提出してください。

②家計急変世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円/1世帯）のご案内

令和４年9月30日時点で
横浜市に住民登録があって
世帯全員の令和４年度※

「住民税均等割が非課税」の世帯

申請日時点で横浜市に住民登録
があって、予期せず家計が急変
したことで収入が減少し、世帯
全員が「住民税非課税相当」の
収入となった世帯※令和３年1月1日から令和３年12月31日の

　間に得た収入が対象

横浜市版

令和4年度 横浜市価格高騰緊急支援給付金 制度概要チラシ（日本語）2022 A4　アズキ　オモテBL
8496

詳しくは裏面　　へ① 詳しくは裏面　　へ②

支給対象と申請の手続き

A 「支給のお知らせ」が届く世帯
B 「確認書」が届く世帯 
C 「申請書」の提出が必要な世帯

下記３パターンに分かれます

横浜市 緊急支援 給付金 検索
特設ページ



給付金の申請手続き

お問合せ
申請サポート窓口(各区役所)
各区役所に、申請手続きをサポートする窓口を
設置しております。
受付時間：月～金曜日 :９:00～17:00

横浜市
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
コールセンター

0120ｰ045ｰ320
受付時間：9：00～19：00　※土日祝、12/29～1/3を除く

※受付日時は変更することがあります。
FAX番号：0120-303-464
（耳の不自由な方のお問合せ用FAXです）

※受付日時は変更することがあります。

令和４年度住民税均等割が非課税の世帯①

家計急変世帯（予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入となった世帯）②
●①以外の世帯で、令和４年１月～12月の間に予期せず家計が急変した世帯に対する
　給付金です。
●申請書類等は、横浜市ウェブページからダウンロード、または区役所で書類を
　受け取り、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。

令和4年度 横浜市価格高騰緊急支援給付金 制度概要チラシ（日本語）2022 A4　アズキ　ウラBL
8496

「支給のお知らせ」が届く世帯A

「確認書」が届く世帯B

「申請書」の提出が必要な世帯C

●住民税非課税世帯等臨時特別給付金を、10月19日までに、世帯主口座で受給した世帯です。
●記載内容に変更がない場合、返信は不要です。お知らせ記載の日に振込みます。

●①住民税非課税世帯等臨時特別給付金を、世帯主口座以外で受給した世帯、
　②住民税非課税世帯等臨時特別給付金を、10月20日以降に世帯主口座で受給した世帯、
　③世帯の全ての方が令和4年1月1日以前から横浜市にお住まいの世帯です。
●必要事項を記入し、添付書類と一緒に、専用の返信用封筒で返信してください。

●世帯の中に令和４年１月２日以降に市外から転入した方がいる世帯です。
●横浜市ウェブページからダウンロード、または区役所で書類を受け取り、
　申請書を、添付書類と一緒に、郵送で提出してください。
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